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は じ め に

私は篠山の教育を推し進めていくとき 「継続」、「安定」、「中立」の３つを大切にしたいと考えてい、

ます。つまり、教育は途切れることなく続け、急激な変化を避け、いずれにも偏らずあるべきと考えま

す。

教育の基本理念としては、「一人一人が光り輝き､生きがいをめざす」を掲げ“子どもが楽しく学び、

地域に信頼される学校園づくり”と“学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり”

の実現をめざします。

教育目標としては、「安全安心な教育環境の構築する」「生涯にわたって学習する意欲を育み、生

きる力を培う」「豊かな心をもち、創造性にあふれた人材を育てる」「郷土愛を育み、地域を誇りに思う

教育を推進する」「安心して子育てできる環境を整える」の５点を掲げ、「篠山の教育」を推進します。

昨年、学校現場において、小学生児童の尊い命が失われるという、あってはならない事故が発生

しました。こうした事故を二度と起こさない為の安全安心の取り組みが本年度の最重点課題です。昨

年新たに作成した「学校園安全管理マニュアル」を各学校園に確実に浸透させ、事故を未然に防

ぎ、安全安心な環境を確保するとともに、安全管理、安全教育、組織活動の充実と強化に取り組み

ます。

また、教育行政の円滑な推進のためには、教育方針を市民にお伝えするとともに、市民の声を聞

き、学校、保護者、地域と連携し、協力し合える体制が極めて重要です。そのため本年度も教育懇

談会を、各学校ごとに開催します。

教育委員会では、昨年、「歴史文化基本構想」を策定し、先人が遺してくれた篠山の財産である

豊かな歴史や文化を今一度、振り返り、ふるさとを学ぶことが、これからのまちづくりの鍵となると捉

え、学校教育、社会教育のそれぞれの場で積極的にふるさと教育を推進します。

幼稚園、保育園、預かり保育施設など、就学前教育と子育て支援の更なる充実を図る就学前教育

とともに、将来に向けて幼保一体化構想の策定に取り組みます。

「読む」「書く」という活動を重視し、子どもたちの思考力・判断力・表現力を育みます。ま学校教育

た、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とそれらを活用する力の育成を図り、確かな学力を身

につけるとともに、一人一人の心と体を大切にし、自立を支える教育を推進します。

公民館や図書館を核とした取り組みを充実、強化し、子供からお年寄りまで、生き生きと社会教育

学べる環境づくりに取り組みます。

啐啄の機という言葉があります。すなわち、雛鳥は孵化する時に、卵のカラをつついて出ようとしま
そったく き ひなどり ふ か

す。ところが、雛鳥の力だけではカラを破ることができず、雛鳥がつついたら、そこを親鳥がすかさず
ひなどり ひなどり

つつくことで雛が誕生します。教育に当てはめるなら、子供がやりたい、できるようになりたいとの思い

に応えて大人が的確に手助けをするということだと考えています。これは社会教育においても、同じ

ではないかと思います。社会教育の啐啄の機は、市民の皆さんの学習ニーズを的確に把握し、それ
そった く き

を柔軟に支援することだと考えています。私は、この啐啄の機を教育実践の場で、絶えず心がけ「篠
そった く き

山の教育」の進展に全力で取り組みます。

篠山市教育委員会

教育長 前川 修哉
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教 育 理 念教 育 理 念

『一人一人が光り輝き、生きがいをめざす』『一人一人が光り輝き、生きがいをめざす』

～子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくり～～子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校園づくり～

～学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり～～学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり～

平成23年度 篠山の教育

教 育 目 標

安全安心な教育環境を構築する

生涯にわたって学習する意欲を育み、

生きる力を培う

豊かな心をもち、創造性にあふれた人材

を育てる

郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を

推進する

安心して子育てできる環境を整える
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実践目標

全体的な取り組みとして

ライフステージ １

就学前教育と子育て支援

ライフステージ ２
生きる力を育んでいくために

ライフステージ ３
さらなる生きがいづくりに向けて

☆ 安全で安心な学校づくりを推進します。

☆ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と活用する力の育成を図り、確か

な学力を確立します。

☆ 一人一人の心と体を大切にし、自立を支える教育を推進します。

☆ 地元食材を活用し安全安心で食の大切さに気づくことのできる学校給食を

展開します。

☆ 篠山市歴史文化基本構想に基づき、歴史文化をいかしたまちづくりを推進し
ます。

☆ 地域ぐるみで取り組む青少年健全育成を推進します。
☆ 市民ニーズに即した学習機会の提供や利用者の利便性の向上を図ります。
☆ 図書館における蔵書の整備充実と子どもの読書活動の推進に取り組みま
す。

☆ ハイビジョン撮影による鮮明で臨場感のある地域映像素材を充実します。
☆ 市民協働による文化芸術の向上と夢ある文化事業の創造に取り組みます。

☆安全安心な教育環境づくりを推進します。

☆ふるさと教育の充実に取り組みます

☆地域に応える教育行政を目指します。

☆ 保育園、幼稚園、預かり保育施設、児童クラブ職員の資質の向上に向けた
取り組みを行います。

☆ 預かり保育施設の充実とともに、幼保一体化構想の具体的な取り組みの計
画を策定します。

☆ 就学前における食育の推進を図り、衛生面や食材に配慮した安全安心な
園給食の提供を行います。

☆ 児童虐待防止に向けた取り組みを推進します。
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全体的な取り組みとして

実践目標
☆ 安全安心な教育環境づくりを推進します。

☆ ふるさと教育の充実に取り組みます

☆ 地域に応える教育行政を目指します。

（１）安全度の高い信頼される学校園づくり

「篠山市学校園安全管理マニュアル」に基づき、

学校園における安全意識を徹底を図ります。

①「学校園安全管理マニュアル」の活用を各学校園

に浸透させ、学校園生活で想定できる事故を未然

に防ぎ、安全安心な環境を保ちます。

②学校園は、子どもたちにとって安全な場所である

との視点を再認識し、安全管理、安全教育、組織活

動をとおして学校園安全を推進します。

③道徳の時間等を中心に、教育活動全体をとおし

て、子どもたちの自尊感情や他者への思いやり心、

自他の命を尊重する心を育む教育を推進します。

④子どもたちの安全安心を中心に据えた、学校園、

家庭、地域が一体となった安全教育を推進します。

【参照 1】

⑤毎年６月を安全安心月間に定め、重点的に安全

安心の為の点検や研修に努めます。
（２）施設の安全性の確保

安全な環境の中で、安心して利用できる施設管

理を行います。

職員や点検業者で行う安全点検のほか、施設利

用者に協力を呼びかけ、利用者の目線にたった安

全点検を実施します。

（３）学校施設の耐震診断・耐震補強

安全な環境の中で、安心して学校生活が送れる

よう取り組みます。

平成23年度・24年度で学校園の耐震診断・耐震

補強を計画的に実施します。木造校舎である篠山

小学校、八上小学校についても、耐震補強や建て

替えを視野に入れ早急に方向性を示します。

【参照 1】篠山市学校園安全管理マニュアル(平成23年2月策定)

（１）「篠山ふるさとガイドブック」の活用

郷土のすばらしさを誇りに思い、我がまち篠山を

愛する心を育成します。

市内の歴史文化遺産や自然遺産を案内する小

学5・6年生向け学習活動資料「篠山ふるさとガイド

ブック」を配布し、社会科等の補助教材として活用し

ます。平成23年度は、このガイドブックを市内全世

帯に配布し、ふるさと篠山の歴史や文化、自然など

を市民みんなで学ぶ取り組みを推進します。

（２）ふるさと創生奨学金（貸与制度）の充実

利用者の立場に立った制度の充実と、基金の円

滑な運用を進めます。

①進学を希望するにもかかわらず、経済的理由によ

り修学困難な高校生等に対し、奨学金を貸与しま

す。

②より多くの高校生等が活用できるよう、制度の啓

発と改善に取り組みます。

（３）うりぼう師範検定の充実

市内の児童生徒がふるさとへの愛着と誇りを醸成

する機会として検定を活用します。

①各学校における地域の学習成果を発表する機会

を設けます。

②篠山に関する文章問題と実物や音楽、映像を活

用した体験問題を設けます。
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③検定の開催を広く周知し、受検者の増加を目指

します。

（４）成人式の充実

大人としての自覚と郷土愛を育むため、新成人の

門出を祝い式典を開催します。

①新成人の門出を祝い励ますため、式典とお祝い

ステージを開催します。

②新成人による実行委員会を組織し、手作りで心の

こもった内容になるよう企画立案します。

（５）化石を生かした取り組みの推進

学校において篠山層群や化石を取り扱うことによ

り、子どもたちの興味・関心を高め、教職員の指

導力の向上を図ります。

①学校において篠山層群や化石について学ぶこと

ができる学習プログラムを実施します。

②初任者研修等の教職員を対象にした研修の中

に、篠山層群と化石についての内容を取り入れ、関

心や理解を深めるとともに指導力の向上を図りま

す。

（１）学校適正規模・適正配置に向けた

取り組みの充実

学校適正配置計画をたて、児童生徒にとって望

ましい、よりよい教育環境を整えます。

篠山市小中学校適正配置等審議会の答申に基

づき、「地域教育トーク」等を行い地域の実情を勘案

しながら、学校の適正規模・適正配置の計画的な推

【参照 2】進に取り組みます。

（２）教育委員会活動の活性化及び

自己点検・評価の充実

教育委員会活動の活性化を図るとともに、適正な

点検・評価を行い、事務事業の改善を図ります。

①教育委員会会議を学校や社会教育施設で行う移

動教育委員会の実施や教育事業への積極的な参

加等、現場重視の取り組みを進めます。

②評価指標（市民満足度等）をより明確にすること

【参照 3】で、より充実した点検・評価を行います。

（３）篠山きらめき教育プラン（篠山市教育振興
基本計画）に基づく教育の推進
プランに示す施策を計画的に実施するとともに、

進捗状況の適切な管理を行います。

①平成22年2月に策定した篠山きらめき教育プラン

（篠山市教育振興基本計画）に基づき、平成22年度

から平成26年度の教育施策を計画的に実施しま

す。

②点検・評価の取り組みを活用するなど、第２次総

合計画との整合を図りながら、プランの進捗状況の

管理・確認を行います。

篠山きらめき教育プラン
めざす人間像

知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって楽しみ自 立
ながら自らの夢や志の実現に努力する人
郷土を愛して誇りに思い、互いに支え合い協力愛 郷

しながら明日の篠山を切り拓いていく人
社会の構成員としての自覚と責任、感謝の念を公共尊重
もって真摯に自ら学び自ら考えて行動し、日本の

未来を培う人
我が国の自然・伝統・文化を基盤として、世界国際社会
に通用する力を培い、高い志をもって国際社会に

貢献できる人

共有する道しるべ

－「おはよう！」
人より先にあいさつをしよう

－「ありがとう」
感謝の気持ちをもとう

－「どうしたの？」
気づきを大切にしよう

－「ちょっとまって！」
勇気をもって行動しよう

－「ごめんなさい」
素直に謝る心をもとう
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（４）教育懇談会の充実

学校・家庭・地域が集う懇談会を実施し、効果的

な教育行政を推進します。

①小学校・中学校・特別支援学校単位ごとに開催し

市民の声を十分に把握します。

②地域の実情を把握するとともに、学校・地域・家庭

が連携し、協力し合える体制の充実を図ります。

③本市教育行政の施策や事業を説明する等、説明

【参照 4】責任を果たします。

【参照 2】篠山市学校教育改革5カ年・10カ年計画試案(平成22

年2月策定)

【参照 3】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に

より、教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事

務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければなりません。

【参照 4】教育基本法が改正され、第13条で学校，家庭，地域住

民その他の関係者が，教育におけるそれぞれの役割と責任を自

覚し，相互に連携協力に努めるべきことを新たに規定。

城北小 スクールブリッジ
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ライフステージ１

就学前教育と子育て支援

実践目標
☆保育園、幼稚園、預かり保育施設、児童クラブ職員の資質の向上に向けた取り組みを

行います。

☆預かり保育施設の充実とともに、幼保一体化構想の具体的な取り組みの計画を策定し

ます。

☆就学前における食育の推進を図り、衛生面や食材に配慮した安全・安心な園給食の

提供を行います。

☆児童虐待等防止に向けた取り組みを推進します。

（１）保育園保育士・幼稚園教諭・預かり保育

指導員・児童クラブ指導員の資質向上

市内保育園保育士・幼稚園教諭・預かり保育指

導員・児童クラブ指導員が連携し、お互いの資質

の向上を目指します。

①保育園保育士は保育所保育指針に、幼稚園教

諭は幼稚園教育要領に基づき、子ども一人一人の

特性や発達の段階に考慮して、個に応じた指導の

工夫が図られるよう、資質向上のための各種研修を

実施します。

②預かり保育指導員と児童クラブ指導員について

は児童の安全管理、生活指導、遊びの指導及び特

に配慮が必要な児童に対する指導技術に関する研

修を実施します。

（２）幼児のうたまつりの実施

就学前教育の一つとして、子どもたちの豊かな感

性や情緒を育てます。

市内の公立・私立保育園と幼稚園の４・５歳児を

対象に、プロの演奏家による生の音楽にふれる機

会をもち、ともに歌う楽しさを経験することで豊かな

感性を養います。

幼児のうたまつり

（３）預かり保育事業の推進と充実

家庭的な雰囲気で幼児の健康と安全が確保され

る環境のもと、異年齢交流を図りながら健やかな

子育て支援を行います。

①幼稚園教育課程に係る教育時間終了後等に、希

望する者を対象に預かり保育を行います。

②２３年度からは、西紀北地区、西紀南・中・大山地

区において、預かり保育を実施し、市内では計４ヶ

所での実施となります。
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なつぐりっ子はうす開所式

（４）認定こども園の推進

認定こども園の充実に向けた計画を推進します。

預かり保育事業の推進と平行して平成２７年度以

降の幼保一体化構想の具体的な推進について調

査・検討するため「篠山市幼保一体化推進委員会」

を設置します。

（５）保幼小連携の強化

保育園、幼稚園と小学校の交流を行う等、保幼

小の連携を図ります。

①小学校へのスムーズな移行をめざし、異校種等

間の交流を行う等、連携を強化します。

②保育園と幼稚園の連携を強化し、より一体性のあ

る就学前教育の推進に取り組みます。

（６）食育と眠育の推進

家庭や地域と連携し、保育・教育活動全体を通じ

た組織的・計画的・継続的な食育を進めます。

①年齢に応じた食習慣の習得を図ります。

②家庭や地域と連携した食育を進めます。幼稚園・

保育園から「食育だより」を発行するなど、子どもを

通じて保護者への啓発を図ります。

③保育園・幼稚園において、就学までに正しい生活

リズムを身につけるため、こども未来課の栄養士を

活用しながら、「いっぱい遊んで、しっかり食べて、ぐ

っすり眠ろう！」をテーマに、調理体験や食育講話

等、保護者も含めた食育に関する学習の機会をも

ち、食育体験事業を展開します。

④睡眠時間の不足や生活リズムの乱れが集中力や

記憶力、学習能力に悪影響を及ぼすことが能科学

の研究から、指摘されており、眠育の推進に取り組

みます。

（１）発達障害児巡回相談事業の実施

発達障害児の早期発見、早期支援を目的とし

て、保育園・幼稚園において、支援を必要とする

園児の状況を把握し、就学後等に向けた連続的

・効果的な体制づくりを図ります。

保健師、臨床心理士等が幼稚園、保育園を訪問

し、観察、助言、具体的な指導支援を行います。

（２）育児支援家庭訪問事業の推進

児童にかかる養育支援や社会的な支援を必要と

する家庭に対して支援を行います。

家庭において安定した児童の養育ができるよう、

また、児童虐待の発生を予防できるよう、育児支援

家庭訪問事業の周知に努め、訪問等による支援を

実施します。

（３）要保護児童対策の充実

要保護児童に関する情報交換や実態把握に努

め、支援内容の協議検討を行い、適切な養育支

援を行います。

①虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児

童の早期発見及び適切な保護並びに地域の関係

機関等の情報・考え方の共有及び適切な連携によ

る組織的効果的な対応を図ります。

②「児童虐待防止マニュアル」の周知を図ります。

（４）家庭児童相談室の充実

家庭や児童養育に関する様々な相談に応じるた

め、家庭児童相談室を設置します。

①家庭や子どもの養育に関して多様化・複雑化す

る相談内容に対応するため、相談員の資質向上を

図ります。
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②必要に応じて迅速に関係機関や専門機関、篠山

市要保護児童対策地域協議会と連携します。

（５）放課後児童健全育成事業の充実

放課後の児童の健全育成を図るため、生活の場

を提供し、仲間づくりや生活指導を行います。

①小学校の授業終了後に保護者等の就労等により

保育を受けることができない児童に対して、安心で

きる生活の場を提供します。

②指導員の指導力向上を図る研修会等を実施する

とともに、民設民営の放課後児童クラブに対する側

面的支援を行います。

（６）保育園・幼稚園における子育て相談の充実

保育園・幼稚園が地域における幼児期の教育セ

ンターとしての役割を果たします。

①園庭開放や未就園児訪問（オープンスクール等）

を実施します。

②市内幼稚園４ヶ所において、発達障害児巡回相

談事業を活用しながら、子育てに関する悩み相談

や保護者学習会等の取り組みを進めます。

ライフステージ２

生きる力を育んでいくために

実践目標
☆安全で安心な学校園づくりを推進します。

☆基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とそれらを活用する力の育成を図り、確か

な学力を確立します。

☆一人一人の心と体を大切にし、自立を支える教育を推進します。

☆地元食材を活用し安全・安心で食の大切さに気づくことのできる学校給食を展開しま

す。

（１）学校安全安心づくり事業の実施

安全安心な学校づくりの推進に向け、指定校等

の指定、プロジェクトチームの設置、及び学校安

全指導員による安全点検を行います。

①学校安全安心づくり指定校・モデル校を指定し、

「篠山市学校園安全管理マニュアル」を活用した実

践的な研究を行います。

②安全教育推進プロジェクトチームを設置し、実践

事例等の収集などを行い、指導内容の改善と指導

方法の工夫を図ります。

③学校安全指導員が各学校と連携して学校施設等

の安全点検を行います。

（２）学校安全安心パトロールの充実

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、防犯体制

を強化するとともに、「命の大切さ」を実感させる

教育を推進します。

学校安全指導員（スクールガードリーダー）を配

置し、青色回転灯パトロールカーにより下校時等に

巡回パトロールを実施するとともに、関係機関が連

携した子ども見守り活動の充実を図ります。

（３）防災教育の充実

防災についての理解を深めるとともに、火災・水

害・地震等を想定した防災訓練を行い、災害から

身を守るための能力を高めます。

①各学校で年間指導計画を作成し、各教科や道

徳、総合的な学習の時間を積極的に活用して防災
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教育を進めます。

②大雨や地震等を想定した避難訓練や、緊急時に

丹南中 防災訓練

子どもたちを保護者や地域住民へ引き渡す訓練を
行います。

大山小 引き渡し訓練

２－２

（１）学力向上支援研修会の充実

学力向上プロジェクトチームが提言した内容等に

係る研修会を通して、学力向上に向けた方向性

を教職員に啓発します。

①「子どもたちの生活習慣と学習習慣の確立」をテ

ーマとした学力向上研修会を実施することで、家庭

との連携を深めるとともに、指導内容・指導方法の

工夫改善に努めます。

②学校で行う授業について、誰が何を使って、どの

ような力をつけようとしているのかを保護者に示す

「シラバス」(年間の授業内容、計画、評価の観点等

をまとめたもの)の作成に努めます。

（２）指定研究事業の充実

各学校が主体的に研究を進め、指導内容・指導

方法の改善・工夫を進める取り組みを支援しま

す。

①学校の課題を明確にし、課題解決を目指した取り

組みを進める中で、児童生徒の学ぶ意欲の向上を

めざすとともに、篠山市全体の個に応じた学習指

導、教職員の資質向上を推進します。

②研究テーマを、学力の向上、「ことばの力」の育

成、ふるさと教育の充実、花と書物と音楽に親しむ

学舎づくり、教育課程の研究開発等とし、確かな学

力を定着させるための研究を推進します。

（３）兵庫型教科担任制の充実

小学５，６年生において、学力の向上や小学校か

ら中学校への円滑な接続を図ります。

兵庫県が平成２４年度の完全実施をめざしている

「教科担任制」と「少人数授業」を組み合わせた「兵

庫型教科担任制」に取り組み、きめ細かな指導の充

実を図ります。

（４）教育課程研修会の充実

新学習指導要領の理念をふまえた教育実践に

ついて研修を実施します。

新学習指導要領についての理解を深めるととも

に、各学校における教育課程の充実を進めるため

の研修を実施します。

新しい「学習指導要領」に基づく教育

生きる力

基礎的・基本的な

知識・技能

学力の重要な要素
学習意欲

思考力・判断力・

表現力等
学習形態

活 用 探 求

教育内容の改善事項

習 得
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（５）言語活動の充実に関する研修会の実施

言語活動を充実するための研修会を実施し、教

職員の資質向上を図ります。

言語は知的活動やコミュニケーション、感性・情

緒の基盤であるという認識に立ち、各学校の教育課

程における言語活動を充実させるための研修会を

実施します。

八上小 国語授業

（６）発達段階に応じた「書く」活動の充実

小中学校において、発達段階に応じた作文等を

書くことを通して、思考力・判断力・表現力を育み

ます。

記録・要約・説明・論述等、発達段階に応じ200字

程度の短作文を書く活動を各教科等の中に取り入

れ、積極的に取り組むことを通して、子どもたちの思

考力・判断力・表現力を育みます。

西紀中 国語力向上の取り組み

（７）基礎学力や「学習タイム・読書タイム」の充実

子どもたちに読書習慣を育む「学習タイム・読書

タイム」を、週時程表に位置付けて実施します。

①子どもたちに学力や読書習慣等を身に付けさせ

るため、朝の時間等に設定している学習タイムや読

書タイムの充実を図ります。

②学校支援ボランティアによる読み聞かせ等、学校

【参照 5】・家庭・地域の連携を図ります。

（８）「学びの交差展事業」の実施
．．．．．．

子どもたちと保護者や地域住民とのコミュニケー

ションを深める中で、子どもの学びの意欲の向上

と保護者への意識啓発を図ります。

夏季休業日を利用して、保護者や地域住民との

コミュニケーションを深める中で、子どもたちが自主

的・独創的な自由研究を行い、その学びの成果を

交流しあう学びの交差展事業を実施します。学びの

足あととしての成果物を「学びの交差展」で展示し、

各学校はもちろん市民に広く知らせ、子どもの学び

の意欲の更なる向上、保護者への意識啓発につな

げます。本年度からは中学校も対象として広げま

す。

（９）読書環境の整備（学校図書館の充実）
（学校と中央図書館との連携）
読書センター及び学習情報センターとしての学

校図書館の充実を図ります。また、中央図書館の

団体貸出・配送を活用し、読書活動の充実を図り

ます。

①読書センター及び学習情報センターとして学校

図書館をとらえ、新学習指導要領の趣旨を生かした

教育課程を実現していくため、蔵書冊数の充実を図

ります。

②学校と中央図書館との連携を深め、団体貸出・配

送の活用、図書館の見学等を通して、各学校にお

ける読書活動の充実を図ります。

（10）読書感想文を書く取り組みの充実

読書感想文コンクールへの積極的な参加を呼び

かけ、子どもの読書活動の充実を図ります。

読書感想文コンクールへの積極的な参加を図る

ことにより、読書に親しむとともに自分の思いや考え

をまとめることを通して、子どもたちの言語能力の向

上を図ります。

（11）理科おもしろ推進事業の充実

小学５・６年生の授業に「理科推進員」を活用し、

理科の授業における観察・実験活動の充実およ

び教員の資質向上を図ります。

①「理科推進員」を派遣し、理科の授業の準備や片

付けをしたり、授業における指導補助を行います。
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②「理科推進員」の派遣により、理科の観察・実験等

の体験的な学習を充実させます。

（12）ＡＬＴの配置

外国語指導助手（ＡＬＴ）を市内全学校に派遣

し、外国語教育を推進します。

外国語指導助手を授業の中で有効活用し、外国

語を通して自らの考えや意見を述べる等、コミュニケ

ーション能力の育成を図ります。

今田中 国際理解交流会

（13）小学校外国語活動指導補助員の派遣

地域人材を活用し、小学校外国語活動の充実を

図ります。

小学校外国語活動の実施において、地域人材を

小学校外国語活動指導補助員として活用し、言語

や文化について体験的に理解させるとともに、積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育みま

す。

福住小 国際交流遠足

（14）教科指導におけるＩＣＴ活用の推進

子どもたちに生きる力の要素としての「情報活用

能力」を育むとともに、「確かな学力」や学ぶ意欲

の向上を図ります。

①教職員のＩＣＴ活用指導力を向上させ、児童生徒

がコンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手

段を適切に活用できるようにします。

②「学校情報化支援員」を各学校に派遣し、授業や

研修等で活用することにより、教育の情報化を図り

ます。

③家庭や地域と連携を図りながら、情報モラル教育

を推進します。

（15）保幼小連携の強化

保育園、幼稚園と小学校の交流を行う等、保幼

小の連携を図ります。

小学校へのスムーズな移行をめざし、幼稚園等と

の交流のあり方について工夫し、連携を強化しま

す。

（16）公開授業・研修会への参加・意見交流の充実

教職員の資質向上を目指した研修会等を企画し

ます。

①教職員が参加できる公開授業や研修会を企画

し、教職員の資質向上を目指した取り組みを推進し

ます。

②保幼小中高の連携を強化し、継続性のある指導

を行います。

【参照 5】篠山市子どもの読書活動推進計画（平成20年3月）、読

書活動実践事例集（平成21年2月篠山市教育委員会）
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２－３

（１）新しい学習指導要領に基づく道徳教育の実践

新学習指導要領に基づき、道徳教育を進めま

す。

①新学習指導要領に基づき、全体計画や年間指導

計画を見直します。

②発達段階に応じ、各教科等との関連や地域や家

庭等の実態を考慮した指導を行います。

【参照 6】

（２）道徳教育推進教師を中心とした組織づくり
道徳教育推進教師を中心とした体制を構築し、

組織的に道徳教育を推進します。

道徳教育の推進を主に担当する教師（道徳教育

推進教師）を中心に、校長の方針の下で組織的な

体制づくりをし、学校全体で道徳教育の推進に努め

ます。

（３）学校における人権学習の充実

学校の教育課程全体を通じて人権教育を推進し

ます。

①全ての教育活動を人権教育の視点で捉え、自分

の大切さとともに他の人の大切さを認めることのでき

る態度や資質を育てます。

②人権学習を年間計画に位置付け、年間を通して

【参照 7】取り組みます。

（４）人権教育に係る研修の充実

人権に係る研修を通じて、教職員の資質向上を

図ります。

①教職員を対象に人権教育推進に係る研修会を実

施することで、教職員の資質向上を図ります。

②インターネットや携帯電話の正しい使い方等の情

報モラル教育、ＤＶ、虐待など新たな課題に対応し

た人権教育を進めるため、校内研修の充実を図りま

す。

（５）心のサポート事業の実施

学校・家庭・地域・関係機関が連携した社会全体

の支援により、登校するのが楽しい学校づくりを

進めます。

①登校するのが楽しい学校づくりをめざし、小・中学

校の連携のあり方や関係機関との効果的な連携の

あり方について実践的な研究を行うとともに、学校

組織力の強化を図り、児童生徒全員が揃う学校づく

りを進めます。

②スクールカウンセラー、生徒指導担当教員、不登

校支援指導員等による情報交換や研修を行い、ネ

ットワークづくりを進めます。

③市内の中学校区を「小中連携研究開発モデル校

区」として１校区を指定し、児童生徒の心理的な安

定を図ることを基本として、学びの連続性、児童生

徒の交流、家庭・地域との連携など、小学校から中

学校への円滑な接続について研究を行います。

（６）感謝の気持ちを届けよう

～あなたに贈る「ありがとう」展～の実施

篠山きらめき教育プランの“共有する道しるべ”に

示す「感謝の気持ちをもとう」の事業実践を進めま

す。

子どもたちが感謝の気持ちを２００字作文に綴る

プロジェクト事業に取り組むことで、心から、ありがと

うの感謝の気持ちを伝えようとする意識の醸成を図

ります。

（７）校内組織体制の充実

校内組織体制を整備し、情報を共有した中で、

課題解決に向け取り組みます。

共通認識した中でいじめや暴力行為等の問題行

動を未然に防いだり、事案が発生した場合に即座

に対応することができるよう、校内組織体制を強化し

ます。
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（８）生徒指導研修会の充実

生徒指導に関する現状を把握するとともに、早期

発見・早期解決を目指した研修会を実施します。

生徒指導に関する市内の現状を把握し、情報を

共有する中で、各学校間や関係機関との連携を強

化し、児童生徒の問題行動の早期発見・早期解決

【参照 8】に向けた取り組みを推進します。

（９）不登校支援指導員の配置

児童生徒一人一人を大切にした支援体制を確立

し、子どもたちの自立を促します。

不登校対策として、適応指導教室「ゆめハウス」と

学校に不登校支援指導員を配置し、学校復帰や自

己実現のための指導・支援を行います。

（10）スクールカウンセラーの配置

子どもの悩み、心の中の課題を受け止め、子ども

たちや家庭を支える体制を充実させます。

暴力行為、いじめ、不登校といった問題行動の未

然防止や早期解決、また一人一人の成長・発達を

支えるため、「心の専門家」であるスクールカウンセ

ラーを配置または派遣し、児童生徒や保護者、教職

員との心の相談や発達相談・教育相談を行います。

（11）人権作文に係る取り組みの充実

人権意識が根付くよう、中学校では全生徒が人

権作文に取り組む指導を行います。

①子どもたちの人権意識の一層の高揚を目指して、

中学校では全生徒が人権作文に取り組む機会を設

定します。

②人権について考え、考えたことを書いてまとめるこ

とを通して、子どもたちの人権意識を高めます。

（12）学校の人権教育指針等における

多文化共生分野の整備

人権教育の年間指導計画に多文化共生教育を

位置づけます。

人権教育の年間指導計画の中に多文化共生分

野を位置付け、計画的に実施していきます。

（13）外国人児童生徒への支援

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対して、

支援を行います。

日本語指導が必要な外国人児童生徒に対して、

多文化共生サポーターや外国人児童生徒指導補

助員を派遣し、個々の子どもたちの実態に応じた総

合的な支援策を展開します。

（14）視察等の受入及び関わりの充実

地域、各種団体と連携を図り、視察受入等による

国際交流を図ります。

視察、交流団体を学校等へ受け入れることによ

り、児童生徒の外国文化への理解を深め、主体的

に行動する態度や能力を育成します。

【参照 6】心に響く道徳教育をめざして（平成16年3月兵庫県教
育委員会）、「地域教材の開発」指導資料（平成18年3月兵庫県
教育委員会）、道徳教育実践事例集（平成20年3月兵庫県教育
委員会）
【参照 7】人権教育基本方針（平成10年3月兵庫県教育委員
会）、人権教育指導プログラム（平成16年兵庫県教育委員会 幼
稚園・小学校・中学校用）、男女共同参画社会の実現をめざす教
育の実践に向けて（平成19年3月兵庫県教育委員会）、人権教
育の指導方法等の在り方について（平成20年3月人権教育の指
導方法等に関する調査研究会議）
【参照 8】教職員用いじめ早期発見・対応マニュアル（平成19年2
月兵庫県教育委員会）、インターネット及び携帯電話の利用状況
に関するアンケート集計結果（平成19年11月篠山市教育委員
会）、薬物乱用防止教室マニュアル（平成20年4月日本学校保健
会）

古市小 敬老会

古市小 ふるさと音楽広場
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２－４

（１）運動プログラム等を活用した体力向上の推進

学校において運動習慣の改善を図ります。

①体育授業をはじめとする学校の教育活動の中

で、「運動プログラム」等を活用した体力づくりを実

践し、体力・運動能力の向上を図ります。

①運動プログラム実践推進事業を実施し、推進校を

指定するとともに、その成果を発信することにより児

童生徒の体力・運動能力の向上に役立てます。

篠山中 体育祭

（２）体力・運動能力調査の充実

子どもの体力の状況を把握・分析し、学校や地域

における体育・健康に関する指導などの改善に

役立てます。

体力・運動能力調査を実施して子どもの実態と傾

向を把握するとともに、「一日の運動時間が３０分以

上の児童生徒の割合」を高めることをめざし、日常

生活の中で体力づくりを計画的・継続的に実践する

取り組みを推進します。

西紀南小 体育授業

篠山小 マラソン大会

（３）合同スポーツ大会事業の充実

体育学習の成果を発揮するとともに、各学校児

童の交流を深めます。

小学校・特別支援学校の高学年を対象に、スポ

ーツを通じた交流を行い、体力向上への意欲と関

心を持たせます。

（４）学校における食育の推進

家庭や地域と連携しながら、学校における教育

活動全体を通じた組織的・計画的・継続的な食

育を進めます。

学校における食育推進体制を整え、栄養の専門

家である栄養教諭と連携しながら、家庭や地域と一

体となって食に関する指導を進めます。特に、「朝か

ら元気・朝食摂取率１００％」の取り組み等により、保

護者への一層の啓発を行い、子どもたちの望ましい

【参照 9】食習慣・生活習慣の形成を図ります。

（５）薬物乱用防止教育の充実

子どもたちが心身の発達について正しく理解し、

氾濫する情報に適切に対応できるようにします。

①薬物乱用防止教室の実施等により、今日的課題

となっている薬物に対する正しい知識を深めさせま

す。

②薬物乱用防止に関する教職員研修を実施しま

す。
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（６）親子クッキング等の食育推進活動の充実

学校給食センターと学校・家庭・地域とが連携し

て、食育の推進に取り組みます。

①学校や園で開催される給食試食会や親子給食、

栄養教諭による食に関する指導、夏休みに行う親

子クッキングをとおし、学校・家庭・地域への食に対

する理解を深めます。

②児童生徒等による給食センター見学の機会を大

切にし、調理作業の様子を広く公開するなど、食に

関する関心を高めます。

③これらの様々な学習機会をとおして、学校・家庭・

地域との連携をはかり、心身ともに健康な子どもたち

の育成に取り組みます。

味間小 茶摘み

（７）篠山産コシヒカリを使用した学校給食の充実

学校給食における地元野菜活用の推進

安全安心かつ新鮮な地元食材を学校給食に活

用することにより、地元の農業や食べ物への関心

を高め、食材への慈しみや生産者への感謝の気

持ち、ふるさとを愛し誇りに思う心を育みます。

①学校給食の主食となる米飯や米粉パンには地元

で生産された安全安心な篠山産コシヒカリを100%使

用します。

②地元食材の活用率向上に努め、子どもたちの地

元食材への関心を高めるとともに、野菜の残留農薬

検査を実施し、より安全で安心な学校給食を実施し

ます。

③旬の野菜や、お茶、丹波黒大豆、山の芋、猪肉な

ど篠山の特産品を使用することにより、子どもたちが

篠山の四季や郷土の良さを感じる「ふるさと献立」の

充実に努めます。

西紀小 稲刈り

（８）特色ある献立づくりの充実

学校給食摂取基準と食品構成表に基づき、栄養

バランスの取れた特色ある献立内容の充実を図

ります。

①栄養バランスの取れた献立であることはもとより、

子どもたちが正しい食生活、よりよい食習慣を身に

つけるための生きた教材となるよう、幅広く食品を使

用し、多様な調理法を取り入れるなど、献立内容の

充実を図ります。

②かみごたえのある食品を使った「カムカム献立」、

豆料理のおいしさを伝える「豆まめ献立」、毎月赤飯

を炊いて誕生を祝う「おたんじょう献立」、その他、

「世界の味」や「日本の味めぐり」等の献立を計画的

に取り入れ、「食」に関する意識・知識の向上を図り

ます。

【参照 9】学校における食育実践プログラム（平成19年3月兵庫

県教育委員会）、食に関する指導の手引き（平成19年3月文部科

学省）、食育基本法（平成17年7月）、学校給食法（昭和29年6

月）、篠山市食育推進計画（平成20年3月篠山市）
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２－５

（１）「篠山市特別支援教育推進基本計画」に基づく

取り組みの推進

平成20年8月に策定した「篠山市特別支援教育

推進基本計画」に基づく取り組みを推進します。

①特別な支援を必要とする子ども一人一人が、学校

園生活の中での主体的な学習や生活を通して、自

己の能力・特性を最大限に発揮するとともに、将来

の自立と社会参加に向けて一人一人の成長・発達

を大切にする篠山の特別支援教育を推進します。

②障がいがあり支援を必要としている子どもたちを

支える教育であると同時に、周囲の子どもたちもとも

に伸びていく教育であるという視点に立って、篠山

【参照10】の特別支援教育を推進します。

（２）校園内体制の整備

一人一人の障がいの状態や発達段階、特性等を

的確に把握した「個別の指導計画」を作成しま

す。

①特別支援教育に係る校園内委員会を設置し、特

別支援教育コーディネーターを中心とした校園内体

制の整備充実を図ります。

②幼児児童生徒一人一人の障がいの状態や発達

段階、特性等を的確に把握し、適切な個別の指導

【参照11】計画を作成します。

（３）特別支援学校の充実

特別支援教育のセンター的な役割を担う学校と

して位置付け、市内各学校園及び関係機関との

連携を強化します。

①市立篠山養護学校を市内の特別支援教育のセ

ンター的な役割を担う学校として位置付けるととも

に、市内の各幼稚園、学校、保育園及び関係諸機

関と支援が必要な子どもの自立について連携を強

化します。

②篠山養護学校高等部にかかる施設の充実を機

に、子どもたちの進路や就労に対する支援体制を

【参照12】強化します。

篠山養護 作業学習

サポートファイルを活用した関係機関との連携促進（４）
一人一人の教育的ニーズに応じた「個別の教育

支援計画」を策定し、関係機関との連携協力を密

接に行い、一貫した支援を行います。

①一人一人の教育的ニーズに応じた個別の教育支

援計画（サポートファイル）を保護者とともに作成し、

関係機関との連携・協力を密接に行い、一貫した支

援を実施します。

②就学前から就学後等において、支援に関わる引

継が効果的にできるような体制づくりを進めます。

【参照13】

（５）ささやまキッズ発達支援チームの設置

臨床心理士・保健師等により支援チームを結成

し、各学校への巡回相談等を行います。

①臨床心理士や市保健師、特別支援教育コーディ

ネーター、学校生活支援教員等による「ささやまキッ

ズ発達支援チーム」を設置します。

②小・中学校等の要請に応じ、各学校を訪問し、支

援を必要としている児童生徒の状況を把握するとと

もに、具体的な指導支援方法について、各学校教

職員に対し、助言を行います。

【参照10】篠山市特別支援教育推進基本計画（平成20年8月篠

山市教育委員会）

【参照11】リーフレット「一人一人を支え豊かに育む篠山の特別支

援教育」（平成20年3月篠山市教育委員会）、リーフレット「発育・

発達が気になるこどものための相談窓口」（平成20年3月篠山

市）、公立幼稚園における特別支援教育を行うための体制整備

について（平成20年4月通知）

【参照12】特別支援学校学習指導要領（平成21年3月）、兵庫県

における特別支援教育の推進について（平成19年4月通知）

【参照13】「サポートファイル」の活用について（平成20年1月通

知）、「サポートファイル」の策定及び活用について（平成21年2月

依頼）
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２－６

（１）ふるさと篠山探訪事業の実施

教職員及び児童生徒が校区を巡り、地域をより

深く知り、地域の良さやふるさとの恵みにふれる

活動を実施します。

①教職員が校区を巡り、地域の人々の思いにふれ

るとともに、地域素材の教材化を図り、特色ある教育

活動を展開します。

②児童生徒が校区の名所旧跡、自然、産業等にふ

れることを通して、ふるさとへの愛着心を育みます。

畑小 クリンソウの群落見学

城南小 古墳の見学

（２）環境体験事業の充実・拡充

命の大切さや命のつながりを学ぶことを視点とし

て篠山市のすばらしい自然環境を生かした豊か

な体験型環境学習を行います。

①小学３年生を対象に「環境体験事業」として校区

内のフィールドにて自然観察や飼育、栽培等の体

験活動を行います。

②全ての学年にわたり各教科や道徳、特別活動等

における取り組みを進めます。

③環境・里山文化の発信の先進校である兵庫県立

篠山産業高等学校丹南校等との連携を図ります。

【参照14】

西紀北小 炭焼き体験
（３）自然学校推進事業の充実

豊かな自然の中で、人・自然・地域とのふれあい

を通して子どもたちに「生きる力」を育みます。

①小学５年生を対象に、但馬地方の海岸を拠点に

して、スノーケルや水産加工品づくり等の体験活動

を実施します。

②自然・人・地域とふれあう豊かな体験活動を通じ

【参照15】て子どもの社会性や人間性を育みます。

（４）わくわくオーケストラ教室の充実

音楽に親しむ機会を設けることにより、子どもたち

の豊かな情操や感性を育みます。

①中学1年生を対象に、本格的なオーケストラの演

奏に親しむ機会を設けます。

②音楽を愛好する心情を育て、豊かな情操や感性

を育みます。

（５）トライやる・ウィークの充実

学校・家庭・地域の連携のもと、学校を離れ、地

域の中で行う体験活動を通して「生きる力」を身

につけます。

中学２年生が地域や自然の中で主体的に活動・

体験し、豊かな人間性や社会性を育むことをめざし

たトライやる・ウィークを実施します。




